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令和３年 11 月 19 日 

日本商工会議所 会頭 三村 明夫 殿 

 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の決定について 

 

本日付けで開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウ

イルス感染症対策に関して、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（以下

「基本的対処方針」という。）が決定されたところです（別紙参照）。 

 貴団体におかれましては、変更された基本的対処方針に基づき、引き続き、新型コ

ロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくとともに、会員企業等への周知徹

底と格別の御協力をお願いいたします。 

 

（ 別 紙 ）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和３年 11 月 19 日新

型コロナウイルス感染症対策本部決定） 

（参考１）基本的対処方針の見直しのポイントについて（第 18 回新型インフルエン

ザ等対策推進会議基本的対処方針分科会：参考資料１） 

（参考２）基本的対処方針見直し（概要）（第 18 回新型インフルエンザ等対策推進会

議基本的対処方針分科会：参考資料２） 

新たに基本的対処方針が決定されることを踏まえ、基本的対処方針に基づく感染防

止策の継続的かつ着実な実施と会員企業等への周知徹底をお願いするものです。 
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